
◆地区計画原案に関する説明会の開催報告

■ 日時 ： 平成 30 年 10 月 7 日（日） 

午後 2 時～午後 3 時 30 分 

■ 場所   ： 上落合地域交流館  

■ 出席者 ： 42 名

■ 議題   ： 上落合中央・三丁目地区地区計画原案について 

■ 主なご意見等  （○：ご意見等 ⇒：区の回答）

◆地区計画の策定に向けた今後の流れ

○ 地区計画を決める際に、権利者による投票の機会はないのか。
⇒ 制度上、投票の機会はないが、意⾒がある場合は意⾒書を提出することができる。また、地区計画

の地元案を取りまとめる際に意⾒交換会の開催やアンケート調査を実施するなど、地元の意向把握
を⾏ってきた。

○ 壁⾯の位置の制限の後退距離 0.4m はどのような根拠で算定されたものか。
⇒ 敷地⾯積の最低限度とした 50 ㎡の敷地で、壁⾯後退を⾏っても建ぺい率を消化できる数値として

いる。

○ 昔は銀座通りにもお店が多くあったが、今はほとんど残っていない。時代の変化に即して区域設定
するべきではないか。

⇒ 商業系の⽤途地域の場所に住宅地区のルールを適⽤すると、建替えの際に現状と同規模の建物が建
てられなくなる等の問題が起きる可能性がある。そのため、今回は現状の⽤途地域に基づいて区域
を設定している。

○ 敷地⾯積の最低限度 50 ㎡について、将来的にはさらに⼤きくするなど、変えていく必要があるの
ではないか。

⇒ 敷地⾯積の最低限度は、地元まちづくりの会からの提案を踏まえて、50 ㎡としている。地区計画
の変更は可能なので、将来的に地域の合意形成が図られれば、検討していきたい。
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お問合せ先 
新宿区都市計画部景観・まちづくり課  担当︓⾼松・川上・鈴⽊ 
〒160-8484 新宿区歌舞伎町 1 – 4 - 1 新宿区役所 本庁舎 8 階 
TEL : 03－5273－3569（直通） FAX : 03－3209－9227 

H30.10 H31.1 H31.1~2 H30.10~11 

今回 

H31.3 
（予定） 

H31.3 
（予定） 

H31.6 
（予定） 

平素より、新宿区のまちづくり⾏政にご理解・ご協⼒を頂き、ありがとうございます。 
 新宿区は、平成 30 年 10 ⽉に上落合中央・三丁⽬地区地区計画原案についての説明会を開催し、
縦覧及び意⾒書の受付を⾏いました。 

今回、頂いたご意⾒を踏まえ、原案のとおり地区計画案を決定したので、説明会を開催するとと
もに、縦覧及び意⾒書の受付を⾏います。なお、本説明会等は、新宿区の住⺠及び利害関係⼈を対
象とするものです。 

上落合中央・三丁目地区 

地区計画案 に関する説明会の開催等について

上 落 合 中 央 ・三 丁 目 地 区

地 区 計 画 案 の説 明 会
日時 

平成31 年1 ⽉27 ⽇（⽇）
午後2 時から
場所 

上落合地域交流館 
（ 新宿区上落合 2 – 28 – 8 ） 
対象 

新宿区の住⺠及び 
利害関係を有する⽅ 

「上落合中央・三丁目地区地区計画案」に関する 

縦覧及び意見書の提出

縦覧及び意見書の提出期間 

平成 31 年 1 ⽉ 28 ⽇（⽉）〜 2 ⽉ 12 ⽇（⽕）
（⼟・⽇曜⽇及び祝⽇を除き、午前 8 時 30 分から午後 5 時まで） 

縦覧場所、意見書の提出先及び問合せ先 

新宿区都市計画部景観・まちづくり課  担当︓⾼松・川上・鈴⽊ 
〒160-8484 新宿区歌舞伎町 1 – 4 - 1 新宿区役所 本庁舎 8 階 
TEL : 03－5273－3569（直通） FAX : 03－3209－9227 

案内図 

平成 31 年 1 ⽉ 
発⾏︓新宿区都市計画部景観・まちづくり課 




